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次期システムの概要
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１

新しい電子入札関連システムをご紹介します。



堺市が実施する建設工事、測量・建設コンサルタント業務、物品調達、業務委託・役務の提供等に関する
現行のシステムは、令和７年１２月２６日（金）をもってサービスを終了いたします。

これに先立ち、令和７年１０月３１日（金）より次期システムの運用を開始いたします。

次期システムの概要

1-1. 目的と背景
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対象システム

電子登録システム

入札情報公開システム

電子調達システム



次期システムの概要

1-2. 次期システムの構成
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電子登録システム

入札情報公開システム

電子調達システム

工事成績評定通知システム

受注者向け
WEBサービス

・利用登録
・入札参加資格審査関係（定期・追加・変更申請）

・入札公告（入札説明書）
・入札結果確認

・ＩＣカード利用者登録
・電子入札

・評定通知書確認
・通知履歴確認

新

次期システムは、大きく４つのシステムに分かれます。
入札参加資格申請に必要な「電子登録システム」、入札説明書等の閲覧に必要な「入札情報公開システム」、
電子入札に必要な「電子調達システム」及び工事成績評定通知の閲覧に必要な「工事成績評定通知システム」です。



令和７年１０月３１日（金）より、次期システムの利用を開始します。
一部のシステムでは、令和７年１０月３１日（金）から令和７年１２月２６日（金）までの期間において
「現行システム」での操作が必要となります。

次期システムの概要

1-3. システムの切替（１/２）
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１

対象システム ～10月24日(金)
10月25日(土)～
10月30日(木)

10月31日(金)～
12月26日(金)

令和8年1月～

電子登録システム
（追加申請、変更申請等）

現行システム 停止 次期システム

入札情報公開システム
（入札説明書等の閲覧）

現行システム

10月24日以前の公告案件

現行システム
10月31日以降の公告案件

次期システム

次期システム

電子調達システム
（参加申請、入札書の提出等）

現行システム

10月24日以前の公告案件

現行システム
10月31日以降の公告案件

次期システム

次期システム

工事成績評定通知システム
（評定通知書の閲覧等）

次期システム
現在準備中

（令和８年１月 運用開始予定）



次期システムの概要
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現行システムをお使いの方は、電子調達システムを除き、認証情報をそのままお使いいただけます。

1-3. システムの切替（２/２）

電子登録システム

電子調達システム

工事成績評定通知システム

現行システムの業者番号／パスワードを
そのまま利用して、ログインすることができます。

現行システムでの登録有無にかかわらず
次期システムでの「ＩＣカード利用者登録」が必要です。

電子登録システム（現行システム）の業者番号／パスワードを
そのまま利用して、ログインすることができます。

新

成績評定通知書のダウンロードに使用する「案件ごとのパスワード」は
案件ごとに、次期システムから送信されます。



現行システムを利用している事業者と、次期システムから新規で利用開始する事業者で準備する内容が異なります。
下表を確認して、準備を進めてください。

次期システムの概要

1-4. 準備事項（１/４）
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対象システム 作業内容
現行システムを

利用している事業者
次期システムから

新規で利用する事業者
該当章

全般 初期設定 必要 必要
初期設定マニュアル

（後日公開）

電子登録
システム

利用登録 不要 必要 2-2. 利用登録

電子調達
システム

ＩＣカード購入
／セットアップ

不要 必要 1-4. 準備事項

ＩＣカード
利用者登録

必要 必要
3-2. 利用者登録
・入札準備



各システムを利用するためには、お使いのパソコンが以下の条件を満たしている必要があります。
推奨環境は、電子登録システム・入札情報公開システム・電子調達システム・工事成績評定通知システムで
共通となります。

次期システムの概要

1-4. 準備事項（２/４）
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ＯＳ Windows11 (Home / Pro) (32bit / 64bit) のみ

ＣＰＵ Intel Core i3 以上推奨

メモリ 2GB以上

ディスク 空き容量1GB以上

ディスプレイ解像度 1,024 × 768 ドット(XGA)以上

ＵＳＢポート 空きポート１つ以上

動作環境 .Net Framework 4.6.2以降（Windows標準搭載）

ブラウザ Microsoft Edge（Chromium版）/ Google Chrome のみ

ネットワーク インターネットに接続できること

プリンタ 通知書を印刷する場合、A4印刷が可能なプリンタをご準備ください

動作要件を満たすパソコンをお使いの場合、
新たにご用意いただく必要はありません。

他自治体等の電子入札コアシステムで
使用しているパソコンであれば、
そのままご利用いただける場合があります。



電子調達システムでは、ＩＣカードを使用してログインを行います。
ＩＣカードとＩＣカードリーダーは、電子入札コアシステム対応の民間認証局から直接ご購入いただきます。

次期システムの概要

1-4. 準備事項（３/４）
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すでにお持ちの方

ＩＣカード名義が異なる方・お持ちでない方
ICカード

他自治体等の電子入札コアシステム（CALS/EC）でご利用中のICカード名義が
電子登録システムにて申請している代表者（受任者を設けている場合は、当該受任者）名と一致する場合は、
そのままお使いいただけます。

コアシステム対応の民間認証局よりご購入ください。
購入申込から約１か月ほどでお手元に届きます。 電子入札システム 認証局 検索

Web検索

現行システムで利用しているＩＣカードは次期システムでもご利用いただけますが、次期システムでの利用者登録が必要です。
利用者登録の操作については、「3-2. 利用者登録・入札準備」にてご説明いたします。



電子調達システムを使用する際は、ＩＣカードリーダをパソコンに接続し、ＩＣカードを挿入した状態で
操作を行います。ＩＣカードを使用したログインを行う際は、ＰＩＮ番号が必要です。

次期システムの概要

1-4. 準備事項（４/４）
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ICカードリーダ

ICカード

ICチップ上向き

奥まで挿入

システム ICカード要否

電子登録システム
（追加申請、変更申請等）

不要
（業者番号、パスワード認証）

入札情報公開システム
（入札説明書等の閲覧）

不要
（ログイン無し）

電子調達システム
（参加申請、入札書の提出等）

必要
（ＩＣカード＋ＰＩＮ番号）

工事成績評定通知システム
（評定通知書の閲覧等）

不要
（業者番号、パスワード認証）

しっかり接続

ＰＣ

準備イメージ

PIN番号とは、パスワードのようなものであり
ＩＣカード購入元より提供されます。



次期システムの運用開始と同時に、堺市電子入札関連システム専用のポータルサイトを公開します。
ポータルサイトには、システムの利用方法に関するマニュアルや、ＦＡＱ等を掲載する予定です。

次期システムの概要

1-5. ポータルサイトのご案内
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※開発中のため、実際に表示される画面と異なる場合があります。



12

電子登録システムを用いた操作について、ご説明します。

電子登録システムについて２



ＳＴＥＰ１
利用登録

（これまでに業者番号を
取得したことがある方）

電子登録システムで
利用登録を行います

電子登録システムでは、建設工事、測量・建設コンサルタント業務、物品調達、業務委託・役務の提供等を
対象とした、入札参加資格の登録・変更などを行います。電子登録システムの利用には、利用登録が必要です。
現行システムで利用登録済みの場合、新システムでも同じ業者番号でログインできます。

電子登録システムについて

2-1. 電子登録システムのフロー（１/２）
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２

ＳＴＥＰ２
ログイン

電子登録システムへ
ログインします

ＳＴＥＰ３
申請情報入力

電子登録システムで
申請情報の入力を行います

システム利用の流れ

現行システムで利用登録済み
（現在又は過去に入札参加資格

の登録がある）なら不要



システムの利用登録後、建設工事、測量・建設コンサルタント業務、物品調達、業務委託・役務の提供等を
対象として入札参加資格申請を行います。

電子登録システムについて

2-1. 電子登録システムのフロー（２/２）
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２

利
用
申
請

利
用
登
録

各
種
申
請

補
正
登
録

2-2. 利用登録

・・・電子登録システム

補正指示

2-3. 各種申請 2-4. 補正指示



ポータルサイトへアクセスし、「電子登録システム」をクリックすると、電子登録システムのログイン画面が
表示されます。「利用登録はこちら」のリンクをクリックし、利用登録申請画面を表示します。
申請担当者のメールアドレスを入力し、「利用登録」ボタンをクリックします。

電子登録システムについて

2-2. 利用登録（１/５）
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２
操作フロー

2. メール確認1. 利用申請 3. 利用登録

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

利用登録を行うと、事業者の業者番号が採番されます。

業者番号は、事業者に対して一意に採番される番号ですので、
申請担当者が複数であっても、利用登録は一回だけ行ってください。
また、過去にご登録がある事業者に関しても利用登録は行わず、過去
に採番された業者番号でログインしてください。

④クリック

③メールアドレス入力①クリック

②クリック



【堺市電子登録システム】利用登録受付通知

堺市電子登録システムの利用申請を受け付けました。
下記URLにアクセスし、20xx年xx月xx日 xx時xx分までに
必要な情報を入力し、利用登録を完了してください。
URL：https://○○○/xxxxx

本メールはシステムが自動的に送信しております。
本メールへ返信にてお問い合わせいただいてもご回答
できませんのであらかじめご了承ください。
また、システムの操作に関することはヘルプデスク
（ＴＥＬ：ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸＸＸ）にご連絡くださ
い。
（以下省略）

①URLにアクセス

利用申請後、または利用登録完了後に、システムから入力したメールアドレスに対して、自動でメールが送信されま
す。利用登録受付通知メール本文に含まれるURLにアクセスします。

電子登録システムについて

2-2. 利用登録（２/５）
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２
操作フロー

2. メール確認1. 利用申請 3. 利用登録

利用登録受付通知

【堺市電子登録システム】利用登録完了通知

堺市電子登録システムの利用登録が完了しました。
堺市入札参加資格の申請は下記URLから堺市電子登録シ
ステムにログインして行ってください。
パスワードはシステム利用登録時に設定されたもので
す。
URL：https:// ○○○ /xxxxxxxxx

商号又は名称：○○○
業者番号：XXXXXX
利用登録日時：20xx年xx月xx日 xx時xx分
（以下省略）

利用登録完了通知

※メールの内容はサンプルです。 ※メールの内容はサンプルです。

利用登録受付通知に記載されるURLは、発行されてから24時間で
有効期限が切れるためご注意ください。有効期限が切れた場合は、
再度、利用申請からやり直してください。



本店情報、申請担当者情報を入力し、「登録内容確認」ボタンをクリックします。
郵便番号を入力し、「住所検索」ボタンをクリックすると、都道府県から町名までを自動で入力します。

電子登録システムについて

2-2. 利用登録（３/５）
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２
操作フロー

2. メール確認1. 利用申請 3. 利用登録

①申請担当者情報入力 ②本店情報入力

③クリック

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。



登録内容確認画面が表示されます。入力内容を確認して「登録」ボタンをクリックします。
登録完了後に表示される登録完了画面から、「こちら」のリンクをクリックすると、
電子登録システムのログイン画面を表示します。

電子登録システムについて

2-2. 利用登録（４/５）
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２
操作フロー

2. メール確認1. 利用申請 3. 利用登録

①クリック

②クリック

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。



業者番号を失念した場合は「業者番号再通知申請」、
パスワードを失念した場合は「パスワード再設定申請」、
業者番号・パスワードを失念した場合は「業者番号再通知・パスワード再発行申請」を行います。

電子登録システムについて

2-2. 利用登録（５/５）
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２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。



ポータルサイトへアクセスし、「電子登録システム」をクリックして電子登録システムのログイン画面を表示します。
業者番号とパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。

電子登録システムについて

2-3. 各種申請（１/４）
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２

②クリック

①業者番号とパスワードを入力

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

①クリック



メインメニューが表示されます。各種申請は、定められた申請期間にのみ申請が可能です。
申請不可能な場合は、各申請のボタンが「灰色」で表示されます。
なお、申請に対して補正指示がある場合は、メインメニューから補正登録が可能です。

電子登録システムについて

2-3. 各種申請（２/４）
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２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

申請登録

申請履歴の確認

申請担当者情報の確認、
修正

申請に対して補正指示がある場合



各種申請の概要については、以下の通りです。

電子登録システムについて

2-3. 各種申請（３/４）

22

２

申請の種類 申請の概要

定期申請 3年に1度実施される、入札参加資格に係る更新申請及び新規申請。

追加申請 通常6月と12月に実施される、入札参加資格を追加で取得する際に行う申請。

変更申請
定期申請や追加申請の申請後、所在地や代表者等に変更が生じた場合に行う申請。
本店情報など、希望業種以外を変更する。

希望業種変更申請
入札参加資格として登録済の業種及び種目情報の変更を行うための申請。
※新システムでは、物品調達、業務委託・役務の提供、賃借・売払いの区分に追加や
変更があった場合はこの申請を行う。

臨時申請
上記を除き、別途、入札説明書等で案内がある場合に限り臨時で可能となる申請。
申請内容について別途、詳細な案内があるため、その案内の通り申請を行うこと。



【堺市電子登録システム（建設工事）】申請
受付通知

堺市電子登録システム（建設工事）の審査結果が受
理となりました。
申請受付日時：20xx年xx月xx日 xx時xx分
手続名称：令和xx～xx年度 建設工事 定期申請
商号又は名称：○○○
受付番号：XXXXXX

業者番号：XXXXXX
登録業種：第1希望 土木一式工事

第2希望 建築一式工事
有資格期間：20xx年xx月xx日～20xx年xx月xx日

建設工事で登録された方には、後日格付通知にて等
級別格付をお知らせします。
（以下省略）

申請後の審査結果については、申請担当者のメールアドレス宛にメールで通知されます。
申請内容に不備等があった場合は、補正指示の通知がありますので、メインメニューから修正を行ってください。

電子登録システムについて

2-3. 各種申請（４/４）
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２

申請受理通知

【堺市電子登録システム（建設工事）】
補正指示〔XXXXXX〕

堺市電子登録システム（建設工事）について補正指示
が行われました。
補正指示の内容を確認し、補正処理を行ってください。
なお、下記補正期限までに補正処理が行われなかった
場合、申請は「不受理」となりますので、ご注意くだ
さい。
補正指示の内容確認及び補正処理は下記ＵＲＬより堺
市電子登録システムにログインして行ってください。
URL：https://○○○ /xxxxxxxxx

申請受付日時：20xx年xx月xx日 xx時xx分
手続名称：令和xx～xx年度 建設工事 定期申請
商号又は名称：○○○
受付番号：XXXXXX
（以下省略）

補正指示通知

【堺市電子登録システム（建設工事）】
審査結果通知〔XXXXXX〕

堺市電子登録システム（建設工事）の審査結果
が不受理となりました。
申請受付日時：20xx年xx月xx日 xx時xx分
手続名称：令和xx～xx年度 建設工事 定期申請
商号又は名称：○○○
受付番号：XXXXXX
不受理理由：×××
（以下省略）

申請不受理通知

※メールの内容はサンプルです。

※メールの内容はサンプルです。

※メールの内容はサンプルです。



定期申請における操作手順を説明します。
メインメニュー画面から「定期申請」をクリックします。

電子登録システムについて

2-3. 各種申請（定期申請）（ １/１０）

24

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

①クリック

操作フロー

2. 情報入力1. 申請選択 3. 申請完了

～定期申請の流れ～

本店情報
等登録

契約先・市内
営業所登録

希望業種
登録

添付資料
登録



業務区分選択画面が表示されます。
プルダウンの中から申請を行う業務区分を選択し、「選択」ボタンをクリックします。

電子登録システムについて

2-3. 各種申請（定期申請）（ ２/１０）

25

２

①選択

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

②クリック

操作フロー

2. 情報入力1. 申請選択 3. 申請完了



本店情報等登録画面が表示されます。必要事項を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。

電子登録システムについて

2-3. 各種申請（定期申請）（ ３/１０）

26

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

①必要事項を入力

※１ 前回名簿年度に対して業者登録がある場合、その情報
が初期値として表示されます。

※２ 調達区分（業務区分）に応じて入力項目が変化します。
【建設工事】
・工事共通情報

【測量・建設コンサルタント】
・追加項目なし

【物品調達、業務委託・役務の提供、賃借・売払い】
・物品調達、業務委託等共通情報

②クリック

操作フロー

2. 情報入力1. 申請選択 3. 申請完了

物品の場合、申請区分は
この画面で選択



契約先・市内営業所登録画面が表示されます。
必要事項を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。

電子登録システムについて

2-3. 各種申請（定期申請）（ ４/１０）

27

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

①必要事項を入力

操作フロー

2. 情報入力1. 申請選択 3. 申請完了

※１

②クリック

※２

※１契約先区分に「本店」を選択した場合、許可業種以外は
変更できません。

※２調達区分（業務区分）に応じて入力項目が変化します。
【建設工事】
・契約先が有している許可業種
・市内営業所が有している許可業種

【測量・建設コンサルタント】
・追加項目なし

【物品調達、業務委託・役務の提供、賃借・売払い】
・追加項目なし



建設工事 測量・建設コンサルタント
物品調達、業務委託・役務の提供、

賃借・売払い

次ページ

希望業種情報の入力画面が表示されます。
選択した業務区分に応じて、異なる画面が表示されます。

電子登録システムについて

2-3. 各種申請（定期申請）（ ５/１０）

28

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

操作フロー

2. 情報入力1. 申請選択 3. 申請完了



物品調達希望種目 業務委託・役務の提供希望種目 賃借・売払い希望種目

業務区分が「物品調達、業務委託・役務の提供、賃借・売払い」の場合、本店情報等登録画面で選択した申請区分毎
に、希望業種情報の入力画面が表示されます。
各画面にて必要事項を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。

電子登録システムについて

2-3. 各種申請（定期申請）（ ６/１０）

29

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

操作フロー

2. 情報入力1. 申請選択 3. 申請完了

本店情報等登録画面で選択した申請区分のみ表示されます。



添付資料画面が表示されます。
現行システムとは異なり、必要書類の提出はこの画面から行います。原則、郵送・持参による提出はできません。
申請に必要な添付資料を登録し、チェックボックスを確認・チェックの上、「次へ」ボタンをクリックします。

電子登録システムについて

2-3. 各種申請（定期申請）（ ７/１０）

30

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

⑤「次へ」ボタンをクリック

操作フロー

2. 情報入力1. 申請選択 3. 申請完了

①「行追加」ボタンをクリック

②「参照」ボタンをクリックし、
申請書類を添付

③申請書類名を入力

④チェックボックスをクリック

必要な添付資料を確認



確認画面が表示されます。入力内容を確認し、問題なければ「登録」ボタンをクリックして登録を行います。
入力内容を修正する場合は「修正」のリンクをクリックすると、その入力画面に戻ります。
入力内容を印刷する場合は「印刷」をクリックします。

電子登録システムについて

2-3. 各種申請（定期申請）（ ８/１０）

31

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

修正が必要な場合は、
「修正」のリンクを
クリック

①クリック

操作フロー

2. 情報入力1. 申請選択 3. 申請完了



申請の登録が完了すると、受付番号が表示されます。
受付番号は、問い合わせ等の際に必要になりますので、「印刷」ボタンで印刷するか、メモ等にて控えてください。

電子登録システムについて

2-3. 各種申請（定期申請）（ ９/１０）

32

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

操作フロー

2. 情報入力1. 申請選択 3. 申請完了

追加申請の操作手順は、定期申請と同様の操作ですので、説明を省略します。



定期申請、または追加申請を入力する際、画面下部にある「一時保存」ボタンから、入力途中の内容を一時保存でき
ます。申請情報を一時保存した場合、次に各種申請ボタンをクリックした際に一時保存情報読込確認画面が表示され、
「申請再開」か「一時保存データ破棄」を選択できます。

電子登録システムについて

33

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

①クリック

③クリック

②クリック

2-3. 各種申請（定期申請）（１０/１０）
操作フロー

2. 情報入力1. 申請選択 3. 申請完了



変更申請における操作手順を説明します。
メインメニュー画面から「変更申請」をクリックします。

電子登録システムについて

2-3. 各種申請（変更申請）（１/７）

34

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

操作フロー

2. 情報入力1. 申請選択 3. 申請完了

①クリック



本店情報等登録画面が表示されます。変更箇所を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。
変更申請も、定期申請と同様の順番で入力を行います。

電子登録システムについて

2-3. 各種申請（変更申請）（２/７）

35

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

①必要事項を入力 ※調達区分（業務区分）に応じて入力項目が変化します。
【建設工事】
・工事共通情報

【測量・建設コンサルタント】
・追加項目なし

【物品調達、業務委託・役務の提供、賃借・売払い】
・物品調達、業務委託等共通情報

※変更申請の場合、実印・使用印の変更を入力できます。

②クリック

操作フロー

2. 情報入力1. 申請選択 3. 申請完了



契約先・市内営業所登録画面が表示されます。
定期申請と同様の画面ですので、説明は省略します。

電子登録システムについて

2-3. 各種申請（変更申請）（３/７）

36

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

操作フロー

2. 情報入力1. 申請選択 3. 申請完了

①必要事項を入力

※１

②クリック

※２

※１契約先区分に「本店」を選択した場合、許可業種以外は
変更できません。

※２調達区分（業務区分）に応じて入力項目が変化します。
【建設工事】
・契約先が有している許可業種
・市内営業所が有している許可業種

【測量・建設コンサルタント】
・追加項目なし

【物品調達、業務委託・役務の提供、賃借・売払い】
・追加項目なし



希望業種情報の入力画面が表示されます。変更申請の場合、削除ボタンが表示されます。
変更箇所を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。

電子登録システムについて

2-3. 各種申請（変更申請）（４/７）

37

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

操作フロー

2. 情報入力1. 申請選択 3. 申請完了



添付資料画面が表示されます。
「申請に必要な書類及び様式はこちら」のリンクから、必要な書類を参照できます。
資料の登録後、「次へ」ボタンをクリックします。

電子登録システムについて

2-3. 各種申請（変更申請）（５/７）

38

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

①クリック

操作フロー

2. 情報入力1. 申請選択 3. 申請完了



確認画面が表示されます。変更内容を確認し、問題なければ「登録」ボタンをクリックして登録を行います。
変更申請の場合、変更箇所の背景色が「赤色」で表示されます。

電子登録システムについて

2-3. 各種申請（変更申請）（６/７）

39

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

①クリック

操作フロー

2. 情報入力1. 申請選択 3. 申請完了

変更箇所



登録完了画面が表示されます。定期申請と同様の画面ですので、説明は省略します。
定期申請とは異なる受付番号が採番されますので、「印刷」ボタンで印刷するか、メモ等にて控えてください。

電子登録システムについて

2-3. 各種申請（変更申請）（７/７）

40

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

操作フロー

2. 情報入力1. 申請選択 3. 申請完了

希望業種変更申請の操作手順は、定期申請の希望業種情報の入力画面と同様ですので、説明を省略します。



臨時申請について説明いたします。
臨時申請が可能な場合はメインメニューに「臨時申請」ボタンが表示されますので、こちらから臨時申請を行います。
臨時申請の操作手順や、詳細については操作マニュアルでご確認ください。

電子登録システムについて

2-3. 各種申請（臨時申請）

41

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

操作フロー

2. 情報入力1. 申請選択 3. 申請完了



申請した内容に誤りや不足があり、補正指示が発生した場合、申請担当者のメールアドレスに対して
メールが送信されます。
メインメニューにログインすると補正指示が表示されるため、「こちら」のリンクから修正内容を確認します。

電子登録システムについて

2-4. 補正指示（１/５）

42

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

①クリック

操作フロー

2. 情報入力1. 補正確認 3. 補正完了

【堺市電子登録システム（建設工事）】
補正指示〔XXXXXX〕

堺市電子登録システム（建設工事）について補
正指示が行われました。
補正指示の内容を確認し、補正処理を行ってく
ださい。
なお、下記補正期限までに補正処理が行われな
かった場合、申請は「不受理」となりますので、
ご注意ください。
補正指示の内容確認及び補正処理は下記ＵＲＬ
より堺市電子登録システムにログインして行っ
てください。
URL：https://xxxxxxxxx

補正指示通知

※メールの内容はサンプルです。

補正処理が行われなかった場合、申請は「不受理」となります。
必ず期限までに処理を行ってください。



補正指示内容を確認し、「次へ」ボタンをクリックします。

電子登録システムについて

2-4. 補正指示（２/５）

43

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

①クリック

操作フロー

2. 情報入力1. 補正確認 3. 補正完了



申請時と同様の入力画面が表示されますので、修正が必要な内容の入力画面まで「次へ」ボタンをクリックして遷移
します。補正指示に従って内容を修正し、確認画面まで画面を進めます。

電子登録システムについて

2-4. 補正指示（３/５）

44

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

①修正

②クリック

操作フロー

2. 情報入力1. 補正確認 3. 補正完了



確認画面が表示されます。変更内容を確認し、問題なければ「登録」ボタンをクリックして登録を行います。
補正指示の場合、変更箇所の背景色が「赤色」で表示されます。

電子登録システムについて

2-4. 補正指示（４/５）

45

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

操作フロー

2. 情報入力1. 補正確認 3. 補正完了

①クリック

変更箇所



登録完了画面が表示されます。
表示される受付番号は、申請時のものと同一です。

電子登録システムについて

2-4. 補正指示（５/５）

46

２

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる可能性があります。

操作フロー

2. 情報入力1. 補正確認 3. 補正完了



電子調達システムについて

47

３

電子調達システムを用いた入札操作について、ご説明します。



建設工事、測量・建設コンサルタント業務、物品調達、業務委託・役務の提供等に関する
一般競争入札を対象として、電子入札を行います。

電子調達システムについて

3-1. 対象範囲・電子調達システムのフロー

48

３
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3-2. 利用者登録・入札準備 3-3. 入札参加

・・・電子調達システム

・・・入札情報公開システム



※開発中のため、実際に表示される画面と異なる場合があります。

電子登録システムにて申請した情報をもとに、電子調達システムの利用者登録を行う手順です。
この操作は、電子調達システムで行います。ICカードを挿入し、PIN番号をお手元にご用意ください。

電子調達システムについて

3-2. 利用者登録・入札準備（１/７）

49

３

②該当する区分をクリック

①クリック



利用者登録メニューを開き、登録ボタンをクリックします。
続けてＰＩＮ番号を入力し、ＯＫボタンをクリックします。

電子調達システムについて

3-2. 利用者登録・入札準備（２/７）

50

３

①クリック

②クリック

③クリック
※開発中のため、実際に表示される画面と異なる場合があります。

⑤クリック

④ PIN番号入力



電子登録システムにて申請・取得した「業者番号」と「商号又は名称」を入力し、
検索ボタンをクリックします。

電子調達システムについて

3-2. 利用者登録・入札準備（３/７）

51

３

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる場合があります。

②クリック

①入力

「商号又は名称」には（株）等を使用せずに「株式会社」等、正式名称を全角で入力してください。

契約先が本店以外の場合は、本店名と契約先名の間に全角スペースを入れて、「本店名＋全角スペース＋契約先名」となるように入力してください。

例：



※開発中のため、実際に表示される画面と異なる場合があります。

利用者登録画面に表示される業者情報を確認し、連絡先等の情報を入力します。
入力内容を確認し、登録ボタンをクリックすることで利用者登録は完了です。
完了後、連絡先メールアドレスに入力した宛先へ、登録完了メールが届きます。

電子調達システムについて

3-2. 利用者登録・入札準備（４/７）

52

３

①入力

②クリック
③クリック



公告情報の閲覧と入札説明書等の添付文書ダウンロードに関する手順です。
この操作は、入札情報公開システムで行います。

電子調達システムについて

3-2. 利用者登録・入札準備（５/７）

53

３

②該当する区分をクリック

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる場合があります。

①クリック



※開発中のため、実際に表示される画面と異なる場合があります。

検索を行うと、検索条件に合致する案件が一覧表示されます。
一覧から閲覧したい案件を選択し、詳細を確認します。

電子調達システムについて

3-2. 利用者登録・入札準備（６/７）

54

３

②クリック

①検索条件入力

③クリック



公告情報の詳細画面です。
添付文書のファイル名をクリックすることで、ダウンロードが可能です。

電子調達システムについて

3-2. 利用者登録・入札準備（７/７）

55

３

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる場合があります。

①添付文書ダウンロード



入札参加に関する操作は、電子調達システムを使用します。
ここでは、建設工事、測量・建設コンサルタント業務の画面をもとに説明します。
ICカードを挿入し、PIN番号をお手元にご用意ください。

電子調達システムについて

3-3. 入札参加（参加申請）（ １/１１）

56

３

②該当する区分をクリック

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる場合があります。

①クリック



「電子調達システム」をクリックします。
続けてＰＩＮ番号を入力し、ＯＫボタンをクリックします。

電子調達システムについて

57

３

①クリック

②クリック

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる場合があります。

④クリック

③ PIN番号入力

3-3. 入札参加（参加申請）（ ２/１１）



参加申請を行うための手順です。対象案件を検索します。
調達案件一覧の入札参加資格審査申請書－提出列の、提出ボタンをクリックします。

電子調達システムについて

58

３

①「調達案件一覧」クリック

②クリック

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる場合があります。

3-3. 入札参加（参加申請）（ ３/１１）



参加申請書の提出を行います。添付資料を追加し、提出ボタンから提出します。
提出後、提出を証明する画面を表示します。再表示できませんので、印刷して保管してください。

電子調達システムについて

59

３

②クリック

④クリック

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる場合があります。

3-3. 入札参加（参加申請）（ ４/１１）

必ず参加申請期間内に参加申請書の提出を行ってください。
参加申請が行えなかった場合、入札参加ができません。

①クリックして
添付文書を選択

⑤クリック

③クリック



審査結果の確認を行うための手順です。
調達案件一覧の入札参加資格審査申請書－通知書列の、表示ボタンをクリックします。

電子調達システムについて

60

３

①クリック

②審査結果を確認

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる場合があります。

3-3. 入札参加（参加申請）（ ５/１１）

堺市より通知書が発行されると、通知書到着メールが届きます。



入札書の提出を行うための手順です。
入札状況一覧の入札／再入札／見積列の、入札書提出ボタンをクリックします。

61

３

②クリック

電子調達システムについて

3-3. 入札参加（入札） （ ６/１１）

①「入札状況一覧」クリック

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる場合があります。



入札書の提出を行います。入札金額（税抜き）を直接入力し、
内訳書等が必要な案件の場合は、所定様式の内訳書等を添付します。
提出後、提出を証明する画面を表示します。再表示できませんので、印刷して保管してください。

電子調達システムについて

62

３

④クリック

⑥「印刷」クリック

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる場合があります。

⑤クリック

③クリックして
内訳書等を選択

⑧クリック

3-3. 入札参加（入札） （ ７/１１）

入札書（辞退届）の提出後は、修正や再提出は一切行えません。

また、入札書提出ボタンをクリックした後は、入札金額等の
内容確認が一切行えません。必ず手順に沿って印刷を行ってください。

①入札金額を入力

②くじ番号を入力

⑦「入札書提出」クリック



入札結果を確認する手順です。
落札決定通知の他、同様の手順で保留や再入札、取止めも確認できます。

63

３

①クリック

②クリック

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる場合があります。

3-3. 入札参加（結果確認）（ ８/１１）

電子調達システムについて

堺市より通知書が発行されると、通知書到着メールが届きます。

③入札結果を確認



入札結果は、入札情報公開システムでも確認することができます。

64

３

3-3. 入札参加（結果確認）（ ９/１１）

電子調達システムについて

②該当する区分をクリック

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる場合があります。

①クリック



※開発中のため、実際に表示される画面と異なる場合があります。

検索を行うと、検索条件に合致する案件が一覧表示されます。
一覧から閲覧したい案件を選択し、詳細を確認します。

電子調達システムについて

65

３

②クリック

①検索条件入力

③クリック

3-3. 入札参加（結果確認）（１０/１１）

④結果を閲覧



物品調達、業務委託・役務の提供等についても、基本的な流れは同様ですが
画面の構成など、一部異なります。
物品調達、業務委託・役務の提供等の画面に関する詳細は、別途公開するマニュアルを参照してください。

電子調達システムについて

3-3. 入札参加（補足） （１１/１１）

66

３

検索を行う部分

参加申請を行う部分
入札書の提出を行う部分

※開発中のため、実際に表示される画面と異なる場合があります。



67

工事成績評定通知システムを用いた操作について、ご説明します。

工事成績評定通知システムについて４
現在準備中（令和８年１月運用開始予定）



検査が終了し評定が完了すると、成績評定通知用のメールアドレスに対して、メールが送信されます。
メール本文には、通知書をダウンロードする際に使用する、案件ごとのパスワードが記載されています。
※成績評定通知用メールアドレスについては、電子登録システムから登録することができます。
メールアドレスについては、受信可能なアドレスをご登録ください。

工事成績評定通知システムについて

4-1. 成績評定通知確認（１/３）

68

４

工事成績評定通知書の送付について
（○○○工事）

▽▽▽ ■■■様
いつもお世話になっております。
標題の件について、工事成績評定通知書を送付
しますので、下記URLの成績評定閲覧システム
より、ご確認くさだい。
なお、システムへのログインには電子登録の認
証情報（ユーザID、パスワード）が必要となり
ます。

URL：●●●●
工事成績評定通知書確認用パスワード（※）：
◆◆◆◆
（※）工事成績評定通知書の確認には、各工事
別にパスワードの入力が必要となります。

成績評定通知通知

※メールの内容はサンプルです。

対象メールアドレス

本店情報等入力（電子登録システム）



ポータルサイトへアクセスし、「工事成績評定通知システム」をクリックすると、
工事成績評定通知システムのログイン画面が表示されます。電子登録システムのログインで使用している、
業者番号とパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。

工事成績評定通知システムについて

4-1. 成績評定通知確認（２/３）

69

４

②クリック

①業者番号とパスワードを入力

①クリック



③クリック

②パスワードを入力

工事成績評定通知書の一覧が表示されますので、確認したい案件の「ダウンロード」アイコンをクリックします。
通知メールに記載されたパスワードを入力して、「ダウンロード」ボタンをクリックすると、
通知書をPDFファイルとして、ダウンロードすることができます。

工事成績評定通知システムについて

4-1. 成績評定通知確認（３/３）

70

４

①クリック

（件名・一部本文省略）

URL：●●●●
工事成績評定通知書確認用パスワード（※）：
◆◆◆◆
（※）工事成績評定通知書の確認には、各工事
別にパスワードの入力が必要となります。

成績評定通知通知

※メールの内容はサンプルです。



71

以上で、次期システムの説明は終了です。

お問合せ

システムの操作・設定に関して

堺市電子入札ヘルプデスク

TEL：0570-08-7666（平日 9:00～12:00, 13:00～17:30）
Mail：sakai-help@efftis.jp

令和7年10月31日より運用開始

入札参加資格申請・入札案件に関するお問い合わせ

（物品調達・業務委託等）

堺市財政局 契約部調達課

TEL：072-228-7473
FAX：072-228-7217

（建設工事・コンサル）

堺市財政局 契約部契約課

TEL：072-228-7472
FAX：072-228-7289

堺市財政局 契約部工事検査課

TEL：072-228-7494
FAX：072-228-7217

工事成績評定通知書に関するお問い合わせ

堺市上下水道局 技術力強化担当

TEL：072-250-7044
FAX：072-250-9146

上下水道局発注案件の工事成績評定通知に関するお問い合わせ

堺市上下水道局 総務部 理財・会計課

TEL：072-250-9139
FAX：072-250-9146

上下水道局の入札案件に関するお問い合わせ


